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1. 要約 

 EUは、AI プロバイダーが EUのAI法に準拠し、透明性、著作権尊寿、リスク軽減を確保できるよう汎用AI

（GPAI）実施規範を策定している。任意ではあるが、「適合の推定」が働き、2027年以降に正式な技術

基準が確定するまでの暫定措置として機能する。 

 

 GPAI モデルは、複数のタスクを実行し、さまざまなアプリケーションに統合できるAI システムである AI システム

である。標準的な AI システムとは異なり、インターフェースのような追加コンポーネントを必要とする。例として

は、大規模言語モデル（LLM）や、テキスト、画像、動画作成のための生成 AI などがある。影響力の大き

いモデルの中には、偽情報や有害な目的への悪用など、システム的なリスクをもたらすものもあり、さらなる監

視が必要となる。 

 

 実施規範は、バランスの取れた将来性のあるアプローチを確実にするため、EU 機関、産業界、市民社会、

学会、国際的オブザーバーが参加し、共同で策定されている。最終版は、2025年5月までに完成する予定

であり、AI 法の施行と調和のとれた基準の採用との間のギャップを埋めるものである。 

 

 規範は、AI プロバイダーに対し、技術文書の整備、トレーニングデータのサマリーの提供、著作権尊守を義務

付けることで、透明性と説明可能性を義務付けている。システミック・リスクを伴うもでるについては、プロバイ

ダーはリスク評価フレームワークを導入し、敵対的テストを実施し、セキュリティ脅威を継続的に評価しなけれ

ばならない。 

 

 そのコンプライアンスは、AI オフィスによって監督され、同オフィスは施行を監視し、文書化を要求し、AI 関連

の重大インシデントの報告を義務付ける。主要業績評価指標（KPI）はコンプライアンスを測定し、サイバー

セキュリティ・データ保護・AI アクセシビリティ基準は AI 技術の安全で責任ある展開を義務付ける。 
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